
　マイナンバー
　通知カードの廃止について

法改正により、マイナンバーを確認するため
の「通知カード（緑色紙のカード）」が廃止
になりました。今後は、通知カードの記載事
項（氏名、住所等）に変更が生じても変更事
項の記載はできません。また、紛失等による
再交付もできません。マイナンバーカード（顔
写真付きカード）への切替えをお願いします。

問  町民課 ☎ 65-0812

　こんにちは県議会です
テレビ埼玉　日曜日　10時～10時15分
県議会の各定例会の模様や委員会委員長イン
タビューなど、県議会に関するさまざまな情
報をタイムリーに放送します。すてきな賞品
の当たるプレゼントコーナーもあります。詳
しい放送スケジュールは、埼玉県議会 HP を
ご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/
index.html

問  県議会事務局 政策調査課 
　　☎ 048-830-6257

　食中毒に要注意！
山菜狩りなどで誤って有毒な野草を採取し、
食べたことによる食中毒が発生しています。
また、有毒植物による食中毒で、死者も発生
しています。食用の野草と確実に判断できな
い植物は、絶対に「採らない！」「食べない！」

「売らない！」「人にあげない！」を徹底しま
しょう。家庭菜園や畑などで、野菜と観葉植
物を一緒に栽培するのはやめましょう。山菜
に交じって有毒植物が生えていることもあり
ます。山菜狩りなどをするときは、一本一本
よく確認して取り、調理前にもう一度確認し
ましょう。

問  東松山保健所 生活衛生・薬事担当 
　　☎ 22-0280
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　戦没者遺児による
　慰霊友好親善事業参加者募集

（一財）日本遺族会では、「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」の参加者を募集していま
す。この事業は、先の大戦の戦没者の遺児を
対象に、旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとと
もに、同地域の住民と友好親善をはかること
を目的としています。参加費は 100,000 円
です。日程等の詳細はお問い合わせください。

問  （一財）日本遺族会事務局
　 　☎ 03-3261-5521

　戦没者等のご遺族の皆さまへ　第十一回
　特別弔慰金が支給されます
戦後 75 周年に当たり、今日の我が国の平和
と繁栄の礎になった戦没者等の尊い犠牲に思
いを致し、国として改めて弔慰の意を表する
ため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名
国債）が支給されます。

支給対象  
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４
月１日（基準日）において、「恩給法による
公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等
の妻や父母等）がいない場合に、次の順番に
よる先順位のご遺族お一人に支給。

１　 令和 2 年 4 月 1 日までに戦傷病者戦没
者遺族等援護法による弔慰金の受給権を
取得した方

２　 戦没者等の子
３　 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
　　   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ

と等の要件を満たしているかどうかにより、順番
が入れ替わります。

４　 上記 1 から 3 以外の戦没者等の三親等
内の親族（甥、姪等）

　　   ※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計
関係を有していた方に限ります。

支給内容  
　額面 25 万円、5 年償還の記名国債

請求期間  
　令和２年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日
　 ※ 請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けるこ

とができなくなりますのでご注意ください。

請求窓口・ 問  福祉課 ☎ 65-0813

　児童扶養手当現況届・
　特別児童扶養手当所得状況届
　を忘れずに

児童扶養手当の受給資格者は「現況届」、特
別児童扶養手当の受給資格者は「所得状況届」
の提出が必要です。該当する方には通知を郵
送しますので、受付期間中にお忘れなく提出
くださるようお願いします。なお、現況届・
所得状況届を提出されない場合、手当が受給
できなくなりますので、ご注意ください。

提出場所    本庁舎１階　福祉課窓口

受付期間    ▶ 児童扶養手当
　　…８月３日㈪～ 31 日㈪

　　　　　  ▶ 特別児童扶養手当
…８月 12 日㈬～９月 11 日㈮

問  福祉課 ☎ 65-0813

　 財務省関東財務局の

相談窓口です！

関東財務局では、金融取引や多重債務に関
するトラブルについて、地域の皆様からの
相談を無料で受け付けています。一人で悩
まずに、まずはご相談ください。

〇詐欺的な投資勧誘に関するご相談
　☎ 048-613-3952

〇電子マネー詐欺相談（架空請求等）
　☎ 048-600-1152

〇借金の返済でお悩みはありませんか？
　☎ 048-600-1113
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